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第１９回定期大会は、国労東日本本部顧問弁護団の福田護・海渡雄一両先生より報告をいただき、
また、中労委労働者委員の松井先生より激励のあいさつをいただきました。
昇進問題・不採用問題と大切な時期を迎えていますので、情勢認識の一致を図るために、それぞ

れ加筆をしていただき、その全文を掲載します。

定期大会おめでと
うございます。
ここのところ国労

関係の問題が連続し
て続いています。一

昨日１４日から中労委の昇進差別事件の和解が再
度始まりました。昨日は鉄建公団訴訟の判決、
そしてきょう定期大会、目まぐるしくいろいろ
な情勢が動きます。そういう中で少し時間をい
ただいて、きのうの鉄建公団訴訟の判決も含め
て私の申し上げたいことをお話しさせていただ
ければと思います。
おそらく今国労、あるいはＪＲといってもい

いのかもしれませんけれども、大きな転換点・
分岐点に差しかかっているのだろうと思うんで
す。いろいろな争議がございますが、争議の解
決ができるか、できないか。それができて組織
の拡大と強化に発展して結びつけていくことが
できるのか、できないのか。争議を解決できず
に長期化をする中で組織が疲弊し、あるいは混
迷を深めていくことになりはしないか。どちら
の方向に持っていくことができるのかというと
ころの正念場と言っていい。よく言われる言葉
だけれども、今そういう時期に本当の意味で差
しかかっているのではないかと思います。将来
展望を目指してぜひとも団結を強化し、必要に
応じて思い切った決断もなさっていただきたい
と思うんです。
もちろん、言うまでもなく国労東日本として

の最大の課題は、あるいは国労全体でもあるの
ですけれども、昇進問題の解決です。さきほど
の委員長あいさつにもありましたけれども、去
年の１２月８日から第１回の中労委の和解期日が
始まって、一昨日で１２回を重ねてきました。こ
としの昇進試験を経て和解は第二段階に入った
といっていいだろうと思います。そう遠くない
時期に、どういう方向が見えるのか、見えない
のかがおそらく決まってくるだろうと思います。
和解が始まってから既に９カ月が経過をしてい
ます。最終局面に向けてこれから本当の意味で
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の態勢づくりが必要な時期を迎えております。
中労委としては、この昇進差別事件の解決が

できた場合には、それに引き続いてほかの中労
委の係属事件、例えば配転事件とか、ちょっと
古くなりましたけれども出向事件、それから大
きな問題としてバッジ事件の問題、あるいは期
末手当の問題があります。ＪＲ貨物の問題も中
労委に昇進事件が４件かかっていますし、やは
り期末手当事件がある。それからもう一つ指導
車掌事件。主だった中労委の事件としてはそん
なところがありますけれども、都労委の昇進差
別事件やバッジ事件も含めて全体の解決をどう
展望できるかという大変重要な時期に差しかか
っていることになります。そして採用差別問題
がございます。

金請求、これがセットになったものが第一次的
な要求だったわけです。
それから第二次的な要求として、それが認め

られなくても、ＪＲに採用された場合に得られ
たであろう損害賠償を請求する。金額としては
非常に大きくて、今までＪＲに雇われていたら
払われていたであろう１８年分と将来分、その賃
金の支払い請求ということになるわけです。
それから３番目、それらが認められなくても、

少なくとも慰謝料を払えという請求があって、
これは１人当たり２０００万円の請求をしている。
その慰謝料も含めて１人平均で１億５千万ぐら
いの請求になっていたわけです。

２、判決のポイント

その中でポイントとしてどういう判断がなさ
れたのか、さっきの５００万円という結論にどう
いうふうに結びついたのかということについて
若干お話をしておきます。

（ａ）解雇の効力

まず、１９９０年の清算事業団解雇の効力の問
題です。これについては「再就職促進法」とい
う３年間の時限立法があって、その促進法の有
効期限が切れたのだから、３年の期間が終了す
る時点で雇用関係も終了することが当然に予定
されていたんだ、そういう判断の仕方をしてお
ります。これは最高裁の不採用事件の判決が一
昨年１２月にありましたけれども、その判決の中
でもわりと明確な言い方がされていた部分です。
３年間というのは再就職の準備をさせることと
したもので、雇用関係終了に向けた準備期間だ
というふうに最高裁判決の中で言われていたわ
けです。それをそっくりそのままこの判決も借
用してというか、言い回しも含めてそのまま引
用していて、１９９０年の本件解雇は合理的な理
由があって有効だと。そこのところは打ち破る
壁としてはなかなかきついだろうなと私たちも
見てはおりましたし、国労の弁護団としては最
高裁判決の後、国労として新たな訴訟を提起す
る場合に、地位確認というのはまず難しいので、
損害賠償請求に絞ろう、そういう議論をしてい
たわけだけれども、地位確認については今申し
上げたような結果になっています。

１、事件の概要

皆さんきのうの判決をあらかたお聞きになっ
ているのかもしれませんし、きょうは国労の声
明文も配付されていると思います。どういう判
決だったのかということについてご報告をして
おいたほうがいいと思いますので、少しご紹介
をしておきたいと思います。
鉄建公団訴訟、２９７名が原告ですが、具体的に、

死亡なさった方の相続人の原告がいますので、
対象者としては２８８人になるんですね。そのう
ち２８３人分が慰謝料を５００万支払えという結果
になりました。そして５人については請求棄却
となっています。
後でもちょっと申し上げますけれども、請求

棄却の中で東日本の仙台の佐藤昭一さんと東京
の寺内一夫さん、この２人についてはちょっと
問題が残る判決になっている。それ以外も問題
がないわけではないけれども、今後の課題が一
つそこでまた出てきていると思われます。
闘争団の一部の方たちが起こした鉄建公団訴

訟の請求としては、地位の確認、つまり１９９０
年の清算事業団の解雇、これを無効だというふ
うに判断をした上での清算事業団、今の鉄建公
団からさらに鉄道運輸機構、これに雇用契約関
係があるんだという地位の確認と、その地位の
確認が認められればこの間の差額賃金が支払わ
れることになりますから、地位確認、そして賃

９・１５鉄建公団訴訟判決
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（ｂ）損害の範囲

次に、国鉄がやったことに対する損害賠償請
求をしているわけです。これは賃金相当分、あ
るいは慰謝料もそうなんですけれども、「お金で
償え」という問題であります。これはまず前提
として国労の組合員に対する不当労働行為、別
の言い方をすると不法行為、それが認められな
いと損害が出てこないわけです。そこで、この
判決はどこのところを違法だと言ったかという
と、国鉄が原告の人たちをＪＲの採用候補者名
簿に登載しなかったことは、「主として、これら
原告らが、国労に所属していることないし国労
の指示に従って組合活動を行っていることを嫌
悪して、国労組合員に対する能力、勤労意欲、
勤務態度等の評価を恣意的に低く行い、不利益
に取り扱ったことによるものであると強く推認
することができる」、こういうふうに言いました。
つまり国労組合員であること、あるいは国労の
指示に従って組合活動をやったことを取り上げ
て、ＪＲの設立委員が定めた採用の基準を乱用
して、勝手に恣意的に適用して、それで特に勤
務成績を低く評価したことによって登載をしな
かった、こういうふうに言っているわけです。
そういう結論に至るまでには、国鉄時代の人

活を含めた国鉄の労務政策、それから幹部のい
ろいろな発言などを根拠にしながら、鉄建公団
側は、国労の組合員が例の“黒表紙”だとか職
場規律を乱すような職場闘争を展開したからだ
とか、いろいろなことを言っておったわけだけ
れども、判決はそれを退けて、やっぱり国労所
属が理由ではないかと言っています。
ただし、具体的に一人ひとりの国労組合員が、

それがなければＪＲの採用候補者名簿に必ず登
載されて必ずＪＲに採用されたということには
ならない、そこまでの証明はされていないとい
うふうに言って、そのことによってＪＲに採用
されていたならば得られたであろう賃金までは
認めることができない、こういうふうに結びつ
けていったわけです。
じゃあその範囲でどういう損害を賠償させる

ことができるかということで、そこで認めたの
がいわゆる慰謝料なんです。賃金相当分ではな
い、精神的な損害としての慰謝料。慰謝料とし
ては、さっきの名簿不登載が、国労組合員の正
当な勤務成績評価などの評価を受ける機会を国
鉄が恣意的に奪ってしまって、「ＪＲに採用され
る」という、期待権といっていますが、期待し

ていた利益を侵害した。あわせて、国労加入に
よって差別を受けた精神的損害もあるよと。い
ろいろなことを総合考慮して、１人一律５００万
という金額を打ち出したということになってい
るわけです。

（ｃ）「時効」問題

もう一つ、実はこれが非常に大きな問題なん
ですが、時効という問題がありました。この時
効という問題については今回の判決は非常にい
い評価のできる判断をしています。適正な判断
をしている。私たちも損害賠償請求を新たに起
こす場合に一番克服をしなければならない課題
としては、この時効の問題、それからさっき申
し上げた全員が必ずＪＲに採用されるというと
ころに行けるかどうかという問題、その二つが
大きな論点だろうと思っていたわけですが、そ
のうちの一つ、時効についてはきれいにクリア
しました。法律上、不法行為、差別とかがあっ
てから３年間、その損害とか加害者を知ったと
きから３年以内に裁判上の請求をしないと、そ
の損害賠償請求権は時効によって消滅しますと
いう大前提になる規定が民法にあるんです。ひ
どいことをされてから３年のうちに請求を起こ
さないと原則だめだよと。ただし、そこではっ
きり損害がわかるようになってからでいいよと
いうことになっているんです。
今回の判決は、その損害がはっきりしたのは

一昨年１２月の最高裁判決の時である、こう判
断・認定をしたわけです。「名簿不登載の時から
じゃないか」というのが鉄建公団側の主張でし
た。これはかなり説得力のある議論でもあるん
です。例えば大阪の採用差別を受けたお二人は、
最初から国鉄相手に損害賠償請求もしているん
です。片方でＪＲ相手に地位確認とか不当労働
行為の申し立てもしたけれども、同時に国鉄相
手に、自分を名簿に載せなかったことによる損
害ということで損害賠償請求もして、やればで
きるじゃないか、鉄建公団側もそういう主張を
していました。
しかし、今回の判決は、最高裁判決までは労

働委員会の救済命令が是認をされる、つまり裁
判所で肯定されてＪＲに採用される可能性が多
分にあった、と言っているんです。その根拠と
して、最高裁の判決も見解が多数意見と少数意
見で分かれているじゃないかと。あの最高裁判
決は、負けたけれども３対２という、あの少数
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意見の意味というか、それがここでも大きく生
きてきているんですよね。今回の鉄建公団訴訟
の判決というのは、もしあの最高裁判決が仮に
５対０とかであったとしたら、時効問題もおそ
らくクリアできずに棄却されていた可能性が高
かった。そういう意味でいうと、この１８年間、
あのときは１７年間ですけれども、地労委から中
労委・地裁・高裁・最高裁とやってきた国労の
組織を挙げての取り組みが土台としてあって初
めて、５００万ではあるけれども、きのうの判決
になっているということの意味はしっかり押さ
えておく必要があるのだろうと思います。

（ｄ）「停職処分者」への判断

ただ、先ほどちょっと申し上げて、本州の採
用差別事件の当事者が２人、もう一人、年齢が
５５歳を過ぎている方もいらっしゃったので、そ
の人の問題は別問題なんですけれども、さっき
申し上げた２人については中央労働委員会でそ
の２人に対する不採用は不当労働行為だからと
いうことで採用命令が出ているんです。ご承知
のように中労委では本州については、一人ひと
り採用命令を出すか出さないか、請求を認める
か棄却するかを個別に判断していました。個別
に判断した中で、救済が中労委では認められた
人について今回判決は棄却している、ここの問
題があります。判決は、例の国鉄が「分割・民
営」のときに名簿登載基準として設定した「停
職処分６カ月以上または２回以上」、あの国鉄の
設定した基準はそれなりの合理性があると言っ
ています。
そして、その停職処分が取り消されたなどの

特段の事情があれば不当労働行為が認められる
けれども、この２人についてその特段の事情を
認めることができるに十分な証拠が出されてい
ませんよ、という判断をしているんです。だか
ら、全くだめということではなくて、その特別
な事情があるということが立証されれば、とい
うことにはなっているんです。
ただし、これはたぶん相当政治的な判断であ

りまして、もしこれでこの２人を個別に認めた
ら、その２人についてはＪＲに採用されたのと
同じ取り扱いをすべきではないかという問題が
出てきそうな気がするんです。そうすると５００
万とかいう問題ではなくて、ちょっとけたの違う
話になりますから、そこのところをどう判断す
るのかという問題が本州の採用問題については

あるということなんだろうと思っています。そ
のことを含めて今後の一つの課題がここに提示
されているということはお伝えをしておきまし
ょう。

３、国労の不団結克服を！
急がれる統一方針の確立

さて、国労の出した声明・コメントについて
は皆さん方のお手元にあると思います。そこで
言われていることは、私も起案にかかわってい
ますからそう思っているわけですけれども、や
はり私からぜひ申し上げておきたいことは、声
明にもあるけれども、今回の判決を統一と団結
の方向に生かす材料としてどう活用し、あるい
は克服していくのかという前向きの議論をして
いただきたいと思います。
国労としてはＩＬＯ勧告、そして最高裁が指

摘した国鉄の責任、これに基づいて公正な政治
的・全体的解決を図るという方針、これを堅持
していくということになるでありましょうが、
その際に、例えば「訴訟を起こしたってせいぜ
いこの程度か」とか「訴訟を起こせば何らかの
請求が認められるんじゃないか。だから本部は
けしからん」とか、お互いにやってきたことを
非難し合うような議論ではなくて、ここで足り
ない点は何なのか、それを克服するためにはど
うするのか、それから金銭賠償にとどまらない
解決を求めていくのにはどうするのか、そして
そのための交渉の主体をどうつくっていくのか
ということなのだろうと思うんです。
そして、先ほど時効の問題にちょっと触れま

したけれども、やっぱりタイムリミットははっ
きりあるわけです。平成１５年１２月２２日に最高
裁判決が出たわけだから、来年の１２月２２日が
３年なんです。それまでの間にどういう運動を
つくり上げ、そしてもしその運動で解決ができな
かったら最終的には裁判を構えなければしよう
がない。だから、「あとは裁判頼り」ということ
にならないように、一体いつまでに何をするの
かということが本当に目前の問題として厳しく
問われていることを、皆さん方に本気で考えて
もらわないといけないだろうと思います。来年
の１２月なんてすぐ来ます。 おそらく来年の７
月、８月に国労全国大会がありますが、その時点
でその方針が決まっていないと１２月までに訴訟
は起こせない。いろいろな準備があります。何
百人という人の一人ひとりの請求をつくってい
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くためには、委任状の集約も含めていろいろな
準備がありますから、そういう意味で時間がい
つまでもあるわけではないということも含めて、
ぜひ前向きの積極的な取り組み、議論をお願い
をしたいと思います。
なお、鉄建公団訴訟自体は、鉄道運輸機構の

ほうも控訴すると言っているし、両方控訴する
と言っていますから、高裁で裁判が続くことは
続くだろうと思うんです。それは片方で進めて
いただくしかないのだけれども、その過程でそ
の動きもにらみながら、本当に一緒にやってい
ける条件づくりを考えていく必要があるだろう
と思います。

は日本のどこを探してもないのではないかと思
います。
だけれど、そこでやっぱり大きな限界にぶつ

かってきたし、たくさんの脱退者も犠牲者も出
したし、それから新入社員が国労には入ってこ
ない。大量退職時代を迎えるという話もありま
したが、新人が加入しなければ組織がどんどん
先細りしていくのは目に見えている。かといっ
て、国労に入ったんじゃ昇進もしない、賃金も
上がらない、将来展望がない、結婚して子ども
ができたって家族を養っていけるかどうかわか
らない。そういう中で新しい人がどうして入っ
てくるかという大きな壁があるし、それからや
っぱり差別されてくると、国労の中にも“差別
なれ“というか、その中で安住するというかあ
きらめてしまうというか、そういう雰囲気はど
うしてもあって、いわゆる沈滞ムードが漂って
しまうということもありますよね。
組織の活性化のために新しい人が入ってきて、

それで将来この組合で頑張っていけるという展
望がないと、やはり組織は活性化しない。本当
に今の局面を迎えて、この昇進差別問題を解決
し、克服をし、組織の拡大の展望を切り開いて
いくことの重大性は、私が言うまでもなく、皆
さん方は本当にひしひしと感じているところな
んだろうと思います。これを克服できたとした
ら、本当に歴史的快挙だと思います。日本の労
働運動になかったことだろうと思うのです。だ
からぜひ頑張ってください。
今回の合否の結果については、今までよりも

合格率が１０％上がった。一次試験は合格者はお
そらく２.５倍。だけど、これは当たり前の結果で
はありません。当たり前の結果ではなくて、国
労の受験者が４０％ふえたことに見られるよう
に、皆さん方一生懸命取り組んだ。まだまだ足
りない、取り組んでほしかったとは思うけれど
も、やっぱり今までとは違った。皆さん方も相
当勉強したという話を私も聞いているし、それ
からＪＲ側の対応も今までとは違ったところが
あるのだろうと思うんです。資料の配付とか勉
強会にしても、それから試験そのものの評価の
仕方にしても、改善があっただろうと思うし、
中労委からも「きちんとした成果を出してくれ」
というふうにＪＲ会社側に言われていたはずで
あります。
そういう中で総合的な結果として今回の一次

試験の結果があります。だから、「公正にやれば、
国労だって今までどおりやっていれば、それで

次に、昇進問題については先ほど来委員長の
話でもかなり触れられていますし、皆さん方も
かなり情報は行き渡っていると思う。私のほう
からは若干コメントさせていただくことにとど
めたいと思います。いずれにしても１７年間の差
別の積み重ねの中で今日に至っているわけです。
この昇進差別というのは我々、試験制度が始ま
るときから差別が行われるであろうということ
をにらんで、これが本当に組織破壊攻撃として
の究極の不当労働行為になっていくであろう、
それに対してどう取り組むのかということを議
論してやってきたはずであります。
その取り組みは、一定程度というか相当－あま
りほめ過ぎるといけないのだけれども、これだ
けの差別を１７年間積み重ねられてきている中
で、いまだに国労東日本が１万という部隊を維
持していることは、ある意味で驚異的なことだ
ろうと思います。昇進試験に受からない。特に
最初の５年ぐらいは限りなく０％ですからね。
それだけ差別をされたら、「いくらやったって通
らない試験なんか、だれが受けるか」という気
持ちになりますよね。だけどそれでもやっぱり、
受験率は高くはなかったけれども、皆さん歯を
食いしばって頑張ってきた。そして１万の部隊
を維持してきたということは本当に敬意を表す
るし、頭が下がります。おそらく同じような攻
撃を受けたら、これだけ組織を維持できる組合

昇進差別事件

国労組織の将来展望踏まえた
議論と取り組みを！
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合格率は上がっていたはずなのに、差別がされ
てきた結果として今までがあったんで、今回何
もしなくたってこれだけ出たんだ」というとら
え方をしたとしたら、それは間違いだ。双方が、
国労も差別のない実態をつくり出そうという、
ある意味ではその一つの試金石として今回の試
験に立ち向かったことの結果だろうと思う。た
だし、まだ二次試験の面接の結果が出ていませ
ん。だから引き続き中労委での和解努力も含め
てですが、現場でも引き続き努力を集中してい
ただきたいと思います。
そして、きょうの追加方針にも示されていま

すけれども、中労委の和解解決はこれから金銭
解決に踏み込むことになります。そして金銭問
題についてはやはりどこかで調整が必要だし、
決断も必要になってくると思います。
それからもう一つ、和解解決して一丁上がり

ということになってはいけないのであって、そ
うではなくて、今回の中労委を通した和解問題
が今後の昇進試験の公平・公正、そして透明な
運用に結びつくものでなければならない。その
ことが中労委でのもう一つの大きなテーマにな
っていますから、そのための条件づくりをどれ
だけきちんとやらせていくのかということに本
気で取り組んでいく必要があります。
そしてその先にもうワンステップといいます

か、昇進制度の改善の問題とそれから労使関係
の正常化の問題があります。そこで我々として
はやはり本当に公平・公正な人事考課や人事異
動、そして少なくとも他のＪＲ会社並みの最低
保障制度とかそういうものを含めた、国労差別
のない制度づくりまで展望していく必要がある
のだろうと思います。
話が長くなりましたが、もう一つだけ言わせ

てください。新規採用者問題です。今、中労委
で指導車掌事件というのを東京・神奈川・埼玉
の７車掌区でやっています。これは新入社員が
入ってきてから２年目ですか、車掌見習いとし
て入ってきて、１カ月ちょっとマンツーマンで
指導車掌に指定された人がつきっきりで指導を
する。それに国労は一人も指定されないで、全
員ＪＲ東労組になっている。最初のころは鉄産
労も多少いたけれども、今や全滅して、全員東
労組で指定されています。これは国労を新規採
用者から隔離するという性格の問題であること
は明らかなんです。例えば１カ月、毎日飯を食
うのも一緒、乗る電車も一緒、そういう生活を
したら国労にオルグられてしまうのではないか、

率直にいうとこういう問題ですよ。新規採用者
については絶対に聖域として、東労組に100％持
っていくんだというのが今まで会社の政策でも
あった。だけれども少し雲行きが変わってきて
はいませんか、変わってくることにならないだ
ろうか、ということであります。
特に来年の新規採用者、これから内定ですよ

ね。そろそろかな。おそらく今まではその採用
内定者名簿が特定の組合に渡されていた可能性
というか、それこそ「強く推認が働く」のです。
だけれども、ことしの４月から個人情報保護法
が施行されまして、その関係で、例えば会社の
新規採用内定者の名簿をある組合に渡したら、
それは目的外使用として法律違反になります。
だから法律上、会社は非常にそれはやりにくく
なった。それから労使関係上もやりにくくなっ
てきている。
そういう意味でいうと、来年４月に新規入社

をする人について、国労の人たちも国労組織も、
ぜひ前向きに本気で取り組んでいただく必要が
あるし、そのチャンスだと思うんです。そして
新しい人が入ってくることによって、それがあ
る程度の数になったら、安心して次の人もその
次の人も国労に入ってこられるじゃないですか。
今だぁれもいないから、せいぜい二、三人しか
いないから、あんなところに行くのはなんかお
っかないところに入っていくみたいに思うけれ
ども、「みんなで渡れば怖くない」ということに
なったら、こんなに明るい状況が生まれること
はないわけです。しかも昇進事件で解決したら
「なんだ、国労だって昇進試験受かる」「国労だ
って昇進できる、賃金も上がる」、安心して国労
に入れる条件がますます整備されるではないで
すか。そういう意味で新規採用者が次々と国労
に入ってこられるような条件づくりというのが、
今、本当に切り開かれる可能性があります。そ
のことをきょう・あすの大会でも真剣に議論し
てほしいと思っています。新しい人たちの血が
国労の中に入ってきて組織が活性化していった
ら、昇進問題も含めて国労の将来展望が本当に
切り開かれることになるのではないでしょうか。
政治は大変厳しい状況にありますが、そうい

う中でもＪＲの状況というのは決して悲観すべ
き状況にはない。
ＪＲという時代がもう１８年も１９年も続いて

いるわけです。だから、ここには明らかにもう、
一つのＪＲ時代があるわけで、西日本の事故も
含めてですが、そのＪＲとして続いてきた時期
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を、これからどういうＪＲに変えていくのかと
いう前向きの議論、その変えていく主体は自分
たち国労なんだという発想が必要だと思います。
「国鉄闘争」と言いますよね。だけど、「国鉄闘
争」といつまでも言っていてもしようがないの
で、そのＪＲをどうよく変えていくかによって
国鉄闘争が本当に解決できるかどうか。後ろ向
きの、国鉄時代に単に戻ればいいとかいうこと
ではなくて、国鉄時代にはまだ生まれていなか
った人が今、ＪＲに入ってきている時代なわけ
ですから、そういう新しい時代を切り開くのだ
という取り組みとして私も考えていこうと思い
ます。

皆さんおはようご
ざいます。ただいま
ご紹介を受けました
海渡です。
あいさつを始める

前に一言、私は国労顧問弁護団ではありますが、
今回の総選挙、一生懸命選挙をやっておりまし
た福島瑞穂の連れ合いでございます。もちろん
ほかの党を支持されている方もいると思うんで、
あんまり言うと差し障りがあるかもしれません
が（笑）、今回社民党は議席を現有から２ふやす
ことができて、得票数・得票率ともかなり伸び
たということで連れ合いも大変喜んでおります。
政治の状況全体としては改憲勢力が国会の９割
ということでものすごく厳しい状況を迎えて、
声をからして「この後は憲法改悪と大増税がや
ってくる。小泉にだまされるな」と。終わって
みたら本当に憲法改正のための常任委員会をつ
くるとか、増税をどうするかみたいな議論がす
ぐ始まる。だまされていたことは明らかなんで
すけれども、そういう中で闘うための拠点はつ
くれたかなというようなことで、ちょっと最初
に、政治向きの話で恐縮ですけれどもお礼かた
がた、本当にどうもありがとうございました。
きのう福田先生から弁護団としての子細にわ

たるご報告があったと思いますので、重複は避
けるようにしたいと思いますが、昇進差別と採
用差別の問題について、二つとも重大な局面に
来ていると思いますので、私も弁護団の一員と
して私見を簡単に述べさせていただきます。

最後に、憲法問題ですけれども、弁護士とし
てもこれに対する取り組みを強めていきたいと
思います。ことしの１１月の日弁連（日本弁護士
連合会）の鳥取大会は、その第１シンポジウム
で「憲法はだれのために、何のためにあるのか」
というテーマでやります。そのプレシンポジウ
ムとして、ぜひご参加をお願いしたいんですけ
れども、私の地元の横浜弁護士会で、１０月２日
（日曜日）午後１時から小山内美江子さん、「金
八先生」の脚本家であり、それから「９条の会」
の神奈川の呼びかけ人でもあります。この方を
お呼びします。それから「もしも憲法がなかっ
たらどういうことになるのだろうか」という弁
護士のコントもやります。地元神奈川だけでは
なくて、日曜で出にくいかもしれませんが、ぜ
ひそれも克服すべき課題として、ご参加をお願
いしたいと思います。
どうも長い時間すみません。ありがとうござ

いました。
（見出しは、編集部で付けました。）

国労東日本本部
顧問弁護士

海渡　雄一　氏

１０・２神奈川憲法集会
に参加を！

はじめに
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まず昇進差別、今、松井先生からも報告があ
りましたけれども、私は弁護団の中では何とか
今回職位の是正をかち取るんだということをか
なり強硬に主張しておったんですけれども、結
果的に今回実際に行われた試験の中で、試験の
運用をかなりの程度変えさせることに成功しつ
つある。まだ「しつつある」ですよね。結果は
第二次試験を見てみないとわからないわけで、
楽観は許しませんけれども、おそらく皆さんも
職場の中で一定の手ごたえを得られているので
はないかなと。そういう状況の中で将来を見据
えた選択をぜひしてもらいたい。過去の部分を
金銭で解決するという、そのお金をどれだけた
くさん取ってこれるか、これが僕らの腕の見せ
どころで、また松井先生に頑張っていただかな
ければいけない部分なんでございますけれども、
将来この試験制度をより公正なものにしていく。
それは運用上の問題もあるでしょうし、制度上
の問題もあるでしょう。制度的な改正までは今
回の和解では踏み込めないだろうと思っており
ますが、それの足がかりになるような解決、こ
れをかち取っていく中で、国労が会社の中にい
るだれの目から見ても明らかなひどい差別を受
けている。そういう状況の中で新入社員を国労
に組織することが非常に難しかった。その結果
として、少数の新入組合員はいましたけれども、
基本的に国鉄時代からの組合員からそれほど大
きくふやせないという状況で国労組織が今まで
来たわけですが、この状況を変えられるのじゃ
ないか。
おそらく東労組の若い組合員でまじめな人た

ちも、会社に入って最初は「東労組しかないん
だ、これに入るんだ」ということで入れられて
いるはずですけれども、会社の中をよく眺めて
みると、国労組合員のほうが人格的にも能力的
にも上だな、できれば一緒にやりたいな、しか
し国労なんかに入ったら一生この会社ではうだ
つが上がらないし、まあ長いものには巻かれろ
だ、というふうになっているのが大多数の若い
人たちの気持ちではないか。
私も昇進差別の事件で分会の皆さんとずいぶ

ん話してきましたし、つい最近までは指導車掌
事件の審理を通じても若い東労組の組合員と交

流されている国労組合員の人たちの話なども聞
いてきたわけです。実は指導車掌の問題と昇進
差別、それからいろんな行事、スポーツ関係の
行事とかいろんなものにおける差別、そういう
ものを全部なくしていくことができたときには、
本当に組織の力量でどちらの組織のほうが魅力
があるかということでの組織間競争ができるよ
うになる。そういう状況をつくる中で、東日本
という会社の中で国労の力というのをどういう
形で、目に見える形で残していけるかというも
のを見据えた解決をしていっていただきたいな
と。そういう意味では、国労東日本の組合員の
高齢化も進んできているわけですから、この問
題に早く片をつけて、国労の組織自身を大きく
拡大していく活動に全力を挙げていただきたい
なと思っております。

採用差別の問題も、判決の中身についての詳
しいご報告は福田先生のご報告に譲りますけれ
ども、一言結果的にいうと、期待権の侵害によ
る慰謝料請求が認められた。それは時効の起算
点は最高裁の判決の時であると。最高裁の判決
を待たずに訴訟を起こした人をそういう理屈で
救済するというのもずいぶん裁判所も度量が広
いなという気はしますけれども、少なくとも国
労に結集していてまだこういう訴訟を起こして
いない人たちも、同じ訴訟を起こす権利が判決
から３年の間はあることが確認されているとい
うこと。
そういう前提で、この判決に対して一番評価

できる点というのは、不当労働行為が現にあっ
て、名簿を作成する時点ではっきりした組合間
の差別があったと。それに基づく慰謝料という
形になるのですが、判決の当日、弁護団が集ま
ってみんなで声明をつくるためにかんかんがく
がく議論をしておったんですけれども、判決文
を読んでどうしても納得のいかない部分は、ど
うしてこの名簿の不登載によって現実に不採用
になるという不利益が直接生じているのに、そ
こが期待権の侵害になってしまうのか。不採用
になったこと自体による損害になぜならないの
か。この判決はそこに非常に論理の弱さがある
し、同時に非常に政治的な性格を帯びている。

昇進差別事件
－将来を見すえた解決を！

鉄建公団訴訟判決の限界
見すえ、政治的解決急げ！
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こうむった全損害を賠償するのではなくて、５０
０万という慰謝料で解決しろという和解的な判
決の中身になっているのではないかなと。ある
意味ではこの訴訟を起こしたグループの人たち
が強く批判していた「４党合意」の枠組みの中
の一つで金銭賠償というのは認められていたわ
けですけれども、その部分だけにむしろ切り縮
められている。そこにあった雇用の保障である
とかそういう部分まですべて抜け落ちてしまっ
て、５００万の金銭解決だけが浮かび上がってき
ている。
しかし、いずれにしても僕はこの判決の意味

というのは非常に大きくて、当時の国と同視で
きる国鉄に名簿の作成に当たって不当労働行為
があり、そしてＪＲ会社に採用されるという期
待を裏切った。期待を裏切ったのではなくて、
実はＪＲ会社に採用させなかったんですけれど
ね。ですから、それに基づく全損害を国鉄、今
は運輸機構になるわけですが、賠償すべきであ
るという判決に突き進んでもよかったんですが、
そういうふうにすると解決の枠組み自身が非常
に大きなものになるということで、どこかから
圧力がかかったのか、裁判官自身が政治的に判
断したのか、損害額の部分については非常に低
い数字に落ち着けたのではないかなと思います。
いずれにしてもこの判決を受けて今後どうす

るかということは、国労の組織全体の中で議論
されていくことになるだろうと思います。しか
し、一つのチャンスであることは間違いないで
すし、いずれにしても国労組織に結集している
闘争団の人たちが訴訟を起こすか起こさないか
ということを、来年の夏ぐらいまでには最終決
断せざるを得ない。はっきり「時効の起算点は
最高裁判決の時」と言われているわけですから、
それから３年以内に起こさなければいけないこ
とも非常にはっきりした。ですから、政治的な
解決を目指すことについて残されている時間は
約１年であるということではないかなと思いま
す。

建公団訴訟のグループ自身が報告するかもしれ
ませんし、国労からも正確な情報自身はきちっ
と伝える必要があるかなと考えています。「ＩＬ
Ｏ連絡会」として伝えることは何ら異論もない
ところだと思うんです。そういうものを受けて
もう一度きちっとした、事実関係として不当労
働行為があったということが日本の裁判所では
っきりした形で認定されたと。それを踏まえた
解決としてどういうものがあり得るのかという
のを、裁判所が下したような単なる期待権侵害
の慰謝料だけではなくて、もう少し解決の枠組
みを広げたような勧告を再度とっていく中で、
政治的な解決をできるだけ早期に目指すことが
求められているのではないかなと思います。
しかし、もしそれがどうしても来年の夏ぐら

いまでにできないときには、国労組織としても
腹をくくって鉄建公団を相手取って全面的な解
決要求をぶつけていくような訴訟を考えざるを
得ない。その訴状は実はもうできているわけで
す。弁護団がつくった形ではっきりできている
わけですが、そういう時期が来るかもしれない
なという気がいたしました。

私は実は「ＩＬＯ連絡会」という牛久保先生
たちと一緒にやっている組織も応援させていた
だいていますが、この経過自身はＩＬＯにも鉄

いずれにしても採用差別問題、国労が抱えて
いる最も重大で解決困難な課題になっているわ
けですが、この判決を機に解決に向けて組織の
中で非常に大きな亀裂というか傷というか、そ
ういうものを抱えつつ進んできたわけですが、
そういうものを克服して、統一した形できちっ
とした方針が確立されるように祈ってやみませ
ん。来年の大会までには何とかこの問題が解決
できればいいなと思っております。
雑駁ではありますけれども、弁護団の一員と

してこの場をかりてこういうごあいさつをさせ
ていただいたことを心から感謝いたします。皆
さんどうか頑張ってください。

新しい状況をＩＬＯに
正確に伝達を！

国労組織内の分裂克服し、
統一した方針の確立を！
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国労東日本本部の第
１９回定期大会に当た
りまして連帯するごあ
いさつをさせていただ
きたいと思います。
昨年も、現在中労委

に係属されておりまし
て既に結審されている
事件が、いろいろな種
類といいますか事案に

よって分けられながら、塩漬けにされているわ
けであります。今日のスピードのある時代に労
働事件だけがなぜこのようにおくれていかなけ
ればならないのか、こういうようなことが我々
の中でも長い間問題化してまいりました。とり
わけ国労の事件というのは、１０年どころか民営
化されて以来今日まで解決しない問題が、中労
委の場におきましても決して少なくないわけで
あります。
私は国労の皆様方の事件を担当するようにな

りまして思うことがいろいろあります。ちょう
ど今から２０年前になると思いますが、１９８５年
２月の総評の臨時大会におきまして、当時は私
は全国一般の書記長を務めておりましたので、
総評大会に出ておりました。毎年総評大会、臨
時大会で発言するわけでありますが、このとき
に初めて皆様方の問題に触れて発言をいたしま
した。その内容は何かといいますと、当時国労
本部の副委員長をやっておられました小町さん
が「総評新聞」に国労の今日置かれている問題
を明らかにし、その闘い方について発言という
か文章化されていたわけであります。私はこの
問題を取り上げまして、今、総評がどのようにこ
れに取り組むべきかについて発言いたしました。
きょうは少し時間を取って話をするようにと

いう佐藤委員長のお話ですので申し上げますが、
私が申し上げたのは、古くは国鉄の労働者は大

きな闘いをしているではないか、労働組合の団
結権が保障されない時代に、国鉄労働者が、明
治３２年に１０名の労働者の解雇問題から機関士
の４００人が結束して東北本線を全面ストライキ
にしたことがあるではないか、結果その解雇を
撤回させて、いわゆる日本の労働組合の黎明期
に、闘うことと権利を獲得することについてき
ちんとやった労働組合であるはずだ、その労働
組合が今日置かれている事情というのは何かと。
こういうようなことから始まりまして、毎年、
毎年発言をしてきたわけであります。
その途中には動労の代議員が、今、国鉄改革

が、マラソンでいえば４２.１９５キロが全コースの
距離でありますが、４２キロまで来ている、今国
労がここで、というようなことでいろいろその
続きを話をされました。私はその後を引き取っ
て「４２キロまでトップで走ってきたとしてみて
も、コースを間違えば失格だ」と言いました。
それは改革の問題を言ったのではありません。

実は国鉄の下請には私たちの多くの組合員がお
りました。動労の代議員は「国鉄一家」という
ことを正社員だけのことを対象にして言ったか
ら、私は厳しいというかきつい指摘をしておい
たわけであります。今、日本の雇用労働者の中
でパート労働者の数は何と３分の１まで占めて
いる実情であります。こうした実態の中で、今
労働者として闘えるということは貴重品なわけ
であります。組織率も民間企業だけで申し上げ
ますともう１６％に陥っているわけです。わずか
民間労働者の１６％だけが労働組合員であって、
８４％が組合員でないという労働の世界で、どう
我々が権利を確立していくかということの重要
性・重大性は言わずもがなのことだと思います。
皆様方がＪＲの中で多数であるか少数である

かという問題ではないと思います。要はどうい
う闘い方をするかということが基本だろうと思
います。今求められているのは、国鉄労働組合
としての権利をどれだけ主張できる労働組合に
なり得るかと、ここに大きな焦点があるのでは
ないかと私は思います。
昨年１３事件が解決いたしました。どうでしょ

うか、１３事件が解決したことによって皆様方の
権利が後退したのか前進したのかということを
評価いただきたいと思います。確かに１００％を
求めれば足らざる点はたくさんあっただろうと
思います。けれども、足らなかったとしてみて
も、足がかりをつくったということによってさ
まざまな条件、そしてそこから派生する諸問題

中央労働委員会
労働者委員

松井　保彦　氏
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についての解決能力を持ったことは間違いない
のではないかと思います。
さて、現在昇進・昇格事件の問題が、労働委

員会におきましてもどう解決していくか、こう
いったようなテンポで進んでおります。東日本
本部からはこの解決に当たっての基本的な態度
が１４日の委員会の席で明らかにされました。そ
こで言われましたことは、国労は過般の昇進試
験におきましてその結果を踏まえて、会社側の
努力、会社側からの和解に対するメッセージが
あったというふうに判断をして、今後金銭和解
及び今後の公正な制度の運用等の協議に入って
いきたいということを明らかにされたわけであ
ります。
これを受けまして中労委は、さらに９月２９日、

１０月２４日、１０月３１日という日程を入れまし
て、解決のための金銭和解、解決のための公
平・公正な制度確立、この２点を中心にして話
が進められるだろうと思います。
本日皆様方に、これから協議されるとするな

らばぜひ中心的に置いていただきたいことを１
点だけ申し上げます。
この解決が、長い間闘ってきた国労の労働

者・組合員にとって、権利を確立していくとい
うことにかかわって、前進するのか、後退する
のかという判断をまずしていただきたいと思い
ます。私から答えを言うわけにはいきませんが、
私はこの事件を担当して今日までを振り返って
みますと、決して後退していることはなかった
と言えます。
しかしながら、皆様方の心の琴線に触れるよ

うなことをさんざんやられてきた。そのことを
思えばというのでいろいろと問題は生じている
だろうと思います。しかし、今ここまで来ます
と、これまでのことを土台にしてどう将来に向
かって国鉄労働組合の権利というものを確立し
ていくか。いうならば昔さんざん言われたこと
ですけれども、ある意味で中身のある労働基本
権というものをどう確立するかということに等
しいのだろうと言えます。
今、中労委でいろいろな事件が出されてきま

すが、組織の大小にかかわらず争ってくるのは
少数の労働者たちの問題です。大企業でもほん
の一握りの人たちが「このままでよいのか」と
いうことで一つの労働組合をつくる、個人とな
って個人申し立てをする、こういう形の争いで
す。
二つは、小さな企業で働く人たちの問題です。

さらには非正規従業員といわれるような雇用関
係の不安定な労働者の争いであるわけでありま
すが、これらが小さな合同労組によって申し立
てが行われるのが実態です。決して大きな企業
別労働組合がパートや派遣やアルバイトの人た
ちを取り上げるという形での争いではありませ
ん。
けれども、一つ一つの結果を見てみますと、

決してその中身は悲惨なものではありません。
つまり、すべてが足がかりを闘いによってつく
り上げて、そこから次の闘いへという展望が持
てるような争い方の結果をつくり出しているだ
ろうと言えます。
冒頭、明治時代の話をいたしましたが、皆様

方の闘いというのは労働組合のない時代からや
っていた。それからすれば今日どれだけの地
位・位置を持っての闘いなのかということにぜ
ひ自信を持っていただきたいと存じます。
私も一生懸命努力いたしますが、佐藤委員長

以下執行部の皆様方がこの問題の解決に大変ご
努力されていると思います。ある意味では体を
張ってやっているというふうに我々には受けと
められます。ぜひこの態勢を確保しながら、次
の新執行部のもとで本件の和解が早期に解決で
きますようにお願いを申し上げまして激励のご
あいさつといたします。どうもありがとうござ
いました。
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９月１５日、国労闘争団員の一部が鉄道・運輸機構を相手として提訴していた雇用関係存在確認

請求訴訟（鉄建公団訴訟）の判決が東京地裁で言い渡されました。これに対して、国労・国労弁護

団・中央共闘は連名で以下の声明を発表しました。

声　明
１　本日、東京地裁民事第３６部は、国労の闘争団員の一部が、鉄道建設・運輸施設整備支

援機構を被告として提訴していた、いわゆる鉄建公団訴訟について、判決を言い渡した。

この訴訟は、１９８７年の国鉄分割民　営化に際してＪＲへの採用を拒否され、１９９０　

年に国鉄清算事業団を解雇された国労闘争団のうち一部組合員らが２００２年１月提訴し　

たもので、国鉄の権利義務を承継した鉄道建設公団（さらにその権利義務を引き継いだ現　

鉄道運輸機構）を被告に、１９９０年の解雇無効を理由として地位確認等を求め、その後　

予備的に損害賠償請求を追加する等してきたものである。

なお、ＪＲ各社に対して採用措置を含む原状回復を求めた労働委員会への不当労働行為　

救済申立事件は、２００３年１２月２２日最高裁判決によって、国鉄改革法の解釈として、

ＪＲ不採用の使用者責任を負うべきはＪＲではなく国鉄であるとの理由で、中央労働委員　

会の救済命令の取消しが確定している。

２　本日の判決は、原告らの地位の確認と解雇以降の賃金の支払請求は否定したものの、国　

鉄によるＪＲ採用候補者名簿の作成に国労差別があったとして、ＪＲ採用について正当な

評価を受けるべき機会を奪われた慰謝料５００万円の支払いを命じたものである。判決　

が、国鉄の損害賠償責任を認めた点は評価しうるものであるが、１８年間におよぶ闘争団　

員らの受けた苦痛を償う慰謝料としては不十分といわざるを得ない。

また、判決が被告の時効の主張を排斥し、本件の損害賠償請求権の時効は前記最高裁判　

決の時から進行するとしたことは、当然とはいえ適切な判断である。

３　国労はこの間、前記最高裁判決が指摘した国鉄の責任及び昨年６月１８日に示されたＩ

ＬＯ第６次勧告等を基本に、採用差別問題の公正な政治的・全体的解決を図るため全力で　

取り組んできた。

われわれは、本日の判決も認めた国鉄の責任をあらためて確認するとともに、この判決　

を機に、戦後最大の不当労働事件というべきＪＲ採用差別問題の国労基本要求に基づく全　

体解決をすみやかに実現するため、組織の統一と団結を一層強化し、引き続き奮闘するも　

のである。

２００５年９月１５日

国　鉄　労　働　組　合

国　 労　 弁　 護　 団

国鉄闘争支援中央共闘会議

資　料




